
芝浦技術士会総会
（芝浦技術士会支部総会）

芝浦工業大学 芝浦技術士会
2022年6月4日（土）13:00～
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
【開会の宣言】(司会)本日はお忙しい中、お集まりいただき大変ありがとうございます。ただ今より2022年度　芝浦技術士会（芝浦技術士会支部）総会　を開催いたします。司会を務めさせていただきます昭和61年(1986年)建築工学科卒業の、小林幸一です。よろしくお願い申し上げます。本総会の成立にあたりましては、芝浦技術士会会則により、会員の委任状を含む2分の1以上の出席を確認しております。なお、本総会は芝浦工業大学校友会『芝浦技術士会支部』総会を兼ねています事を最初にご報告申し上げます。



芝浦技術士会総会スケジュール

第一部

13:00 開会 小林

13:00 13:05 会長ご挨拶 鯨井

13:05 13:10 校友会副会長よりご挨拶 新井

13:10 芝浦技術士会会則改定について 鯨井

2021年度決算並びに事業報告 鯨井

2022年度予算並びに事業計画 鯨井

13:35 芝浦技術士会新役員の選任について 鯨井

13:35 13:40 新役員ご挨拶 片桐

13:40 13:50 小林
連絡事項

技術士試験対策講座へ受講者紹介のお願い

13:50 14:15 その他 （会員の皆様から） 小林

14:15 14:30 休憩

第二部

14:30 15:30
講演 吉田敏明氏

吉田
「CO2排出量を2050年にゼロにする為の我が国の電源構成の課題と解決策」

2

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
（司会)では、本日の芝浦技術士会（芝浦技術士会支部）総会スケジュールをお知らせします。開会にあたりまして、会長の鯨井よりご挨拶させていただきます鯨井会長よろしくお願いいたします。【鯨井会長挨拶】（司会）鯨井会長ありがとうございました。【新井校友会副会長よりご挨拶】（司会）続きまして、本総会の開催にあたり、芝浦工業大学校友会の新井副会長にご出席いただいております。新井様よりご挨拶を頂戴したいと存じます。（司会）新井様ありがとうございました。



議題
第1号議題 芝浦技術士会会則改定について
第2号議題 2021年度決算並びに事業報告
第3号議題 2022年度予算並びに事業計画
第4号議題 芝浦技術士会新役員の選任について

第1部
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
 （司会）本日は議題４件と連絡事項となります。円滑な議事進行に努めますので皆様のご協力を宜しくお願い致します。



第1号議題 芝浦技術士会会則改定について
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芝浦工業大学 芝浦技術士会 会則 

（平成 20年 3月 15日 制定） 

第１章 総 則 

(名称) 

第１条 本会は 「芝浦技術士会」 と称する。 

(目的) 

第２条 本会は下記の目的をもって設立する。 

本会は、学校法人芝浦工業大学が設置する学校（この法人の前身者が設置した学校を含む。以

下、芝浦工業大学等という。）を卒業し、もしくは芝浦工業大学等に関係する、技術士、技術

士補、修習技術者で構成し、社会の要請と公益社団法人日本技術士会の設立精神に則し、会員

相互の交流、研鑽ならびに芝浦工業大学の教育、研究への協力、支援および発展に寄与し、も

って社会に貢献することを目的とする。 

(事業） 

第３条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）本会会員への技術指導、資格取得の援助、支援 

（２）講演会、懇親会を通じての人的交流、社会貢献活動の充実 

（３）産業界の多角的な情報の分析、評価、課題の設定と解決 

（４）芝浦工業大学複合領域産学官民連携推進本部との連携による、先端技術の共同研究、 

開発 

（５）大学に対する講師派遣、連携大学院への教員派遣 

（６）その他、芝浦工業大学が行う事業への協力と支援 

（７）公益社団法人日本技術士会が行う事業への協力と支援 

（８）大学技術士会連絡協議会が行う事業への協力と支援 

(事務局) 

第４条 本会の事務局は、東京都江東区豊洲 3-7-5 芝浦工業大学内に置く。 

第２章 会 員 

(会員) 

第５条 本会の会員は、個人会員、賛助会員（個人、法人等）で構成する。個人会員は、芝浦

工業大学等を卒業し、もしくは芝浦工業大学等に関係する、技術士、技術士補、修習技術者で

芝浦技術士会役員会（以下、役員会という）が承認した者とする。 
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賛助会員（個人、法人等）は本会の目的に協賛する者であって役員会が承認した者とする。 

(入会) 

第６条 本会に入会しようとする者は、会長に対し入会申込書を提出し、役員会の承認を得る

ものとする。 

(会費) 

第７条 本会の会費は別途これを定める。 

(資格の喪失） 

第８条 会員は、次の事由によりその資格を喪失する。 

（１）退会の届出 

（２）死亡 

（３）除名 

(退会) 

第９条 本会を退会しようとする者は、会長に対し退会届を提出し、役員会の承認を得るもの

とする。 

(除名) 

第１０条 役員会において、本会の名誉を傷付け、秩序を乱し、本会の目的に反する行為を行

ったと認められた会員は会員名簿からその名前を抹消され、会員の資格を失う。 

(会員名簿) 

第１１条 本会は会員名簿を備え、定期的に会員名簿の整備を行わなければならない。 

２ 会員名簿は「個人情報の保護に関する法律」（平成 15年 5月 30 日法律第 57 号）及び同法

の改正法を含め、それらに基づき厳正に管理する。 

３ 会員の個人情報の利用目的は、本会の活動に限定するとともに、管理に当たって漏洩等の

防止のための安全管理措置および本人からの求めによる個人情報の開示、訂正、利用停止を行

う。 

４ 会員の個人情報を本会の活動以外の利用目的で使用する場合は、本人の承諾を得た上で会

長の承認を得なければならない。 

第３章 役 員 

(役員) 

6



第１２条 本会に次の役員を置く。 

会 長 １ 名 

副 会 長 ２ 名 

理 事 ８名 

監 事 ２ 名 

２ 役員は、本会の会員であって、かつ技術士の資格を有する者でなければならない。 

３ 会長、副会長は、理事を兼ねる。 

４ 監事は、専任とし、理事との兼務は出来ない。 

(選任) 

第１３条 次期会長は、役員が会員の中から候補者を選出し役員会の決議によって選任する。 

次期役員は、役員候補者推薦委員会の選出（「役員候補者推薦委員会会則第 6 条」による）し

た候補者の中から、総会で正式承認する。 

２ 役員職務、副会長２名、監事２名、理事４名は次期役員の中から次期会長が指名し、総

会で正式承認する。 

３ 役員に欠員が生じたときの補充は、役員候補者推薦委員会より選出した候補者の中から会

長が指名し役員会の決議によって選任する。補充役員については、次期総会で承認する。 

(職務) 

第１４条 会長は、本会を代表し、会務を総括すると共に、総会、役員会の場指名を行う。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。 

３ 理事は、役員会を組織して本会の重要事項を審議、決定し、会の事業を運営する。 

４ 監事は、本会の経理状況および業務の執行状況を監査する。また監事は、総会、役員会、 

運営委員会に出席して、監査上必要な意見を述べる。 

５ 第 13 条（3）項による補充役員は選出されてから総会承認までの間の業務を、会長からの

委託にて職務権限、責務を遂行できる。 

(任期) 

第１５条 役員として選出された総会後から３年後の通常総会の日までとする。但し、再任は

妨げない。欠員の補充により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

(顧問) 

第１６条 本会の事業に賛同し、本会の発展、拡大に協力する個人を顧問として委嘱すること

ができる。 
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２ 顧問は役員会の議を経て、会長がこれを委嘱する。 

３ 顧問は本会の事業に関する重要事項について、会長の要請に応じ、総会、役員会、各種委

員会に出席して、意見を述べることができる。 

(報酬) 

第１７条 役員および顧問は無報酬とする。 

（役員の解任） 

第１８条 役員は、次のいずれかに該当するときは、役員会の議を経て総会の決議によって解

任することができる。 

（１）芝浦工業大学及び本技術士会の信用を毀損する行為があった場合。 

（２）職務上の義務に違反、又は職務を怠ったとき。 

（３）心身の故障または相応の理由のため、本人又は第三者の申し出によって職務の遂行に支

障があると認められた場合。 

（３）第 10 条（除名）に該当した場合。 

２ 役員会の議を経て職務を停止し、役員候補者推薦委員会にて補充の役員候補を選出し会長

によって承認することができる。

３ 新役員は上記解任議決後の最初の総会に於いて、解任決議及び補充される新役員の承認決

議によって正式に決定される。 

第４章 会 議 

(種類) 

第１９条 本会の会議は、総会、役員会とする。 

２ 総会は、会員をもって構成する。 

３ 総会は、通常総会および臨時総会とする。 

４ 通常総会は、年１回の開催とする。 

５ 臨時総会は、役員会において必要と認めたときに開催する。 

６役員会は、理事と監事をもって構成し、１年に１回の開催を原則とし、必要に応じ、随時開

催する。 

(招集) 

第２０条 会議は、会長が招集する。 

(議事) 

第２１条 総会においては、この会則に定めるものの他、次の事項を議決する。 
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（１） 事業報告および決算の承認に関する事項

（２） 事業計画および予算の決定に関する事項

（３） その他

２役員会は、この会則に定めるものの他、次の事項を審議する。 

（１） 臨時総会に提案する諸事項

（２） その他、会長が必要と認めた事項

３ 運営委員会は、次の事項を審議する。 

（１） 本会運営に関する重要事項

（２） 別に定める支部、部会、委員会等に対する活動の支援ならびに調整

(会議の成立） 

第２２条 総会は、会員の２分の１以上の出席（委任状を含む）を以って、また役員会は、理

事の２分の１以上の出席（委任状を含む）を以って、それぞれ成立する。 

(議決) 

第２３条 総会の議決は、出席者の過半数を以って決する。 

２ 役員会の議決は、理事による出席者の過半数を以って決する。 

(支部、部会、委員会等) 

第２４条 本会の目的を達成するために必要であると認めたときは、役員会の議決を経て、本

会に支部、部会、委員会等を設置することができる。これらの活動に関する規程は別途これを

定める。 

第５章 資産、会計 

(経費) 

第２５条 本会の経費は、学校法人芝浦工業大学内に設けられた事務局予算をもって支弁する。 

(会計年度) 

第２６条 本会の会計年度は、毎年４月１日より翌年３月 31 日までとする。 

(帳簿) 

第２７条 本会は、次の帳簿を備え付ける。 

（１）会員名簿 

（２）金銭出納簿 

（３）その他必要な帳簿、書類等 
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(決算) 

第２８条 会長は、毎会計年度終了後、次の書類を作成し、役員会の議を経て、監事の監査を

受け、通常総会に提出しなければならない。 

（１）事業報告書 

（２）収支決算書 

 

(予算) 

第２９条 会長は、毎年度、次年度に係わる次の書類を作成し、役員会の議を経て、通常総会

に提出しなければならない。 

（１） 事業計画書 

（２） 収支予算書 

 

第６章 会則の変更と解散 

 

(会則変更) 

第３０条 この会則の変更は、会員からの変更提案を受け、役員会における審議を経て総会の

議決により決定する。 

 

(解散) 

第３１条 本会は、役員会の議を経て総会の議決により解散することができる。 

２ 解散時に剰余金および残余資産があるときは、これを学校法人芝浦工業大学に寄付する。 

 

第７章 補 則 

 

(細則） 

第３２条 この会則に必要な細則は、役員会において定める。 

 

第８章 附 則 

 

１．この会則は、本会設立の日（平成 20 年 3月 15日）から施行する。 

２．本会の最初の会計年度は、第 25 条の規定に係わらず、本会設立の日に始まり平成 20 年

3 月 31 日に終わる。但し、本会の設立に必要な準備に支弁した経費は会の経費としてこれを

経理する事ができる。 

附 則 

この会則は、平成 20 年 7月 28日から施行する。 

この会則（改正）は、平成 22年 5月 29日から施行する。 
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この会則（改正）は、平成 25年 6月 1日から施行する。 

この会則（改正）は、平成 26 年 6 月 7 日から施行するが、第 12 条における理事の人数 8 名

は、平成 28 年に開催する通常総会において選出される理事から適用するものとする。 

この会則（改正）は、令和 4年 6月 4日から施行する。 
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第2号議題 2021年度決算並びに事業報告
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2021年度決算並びに事業報告
芝浦技術士会 （円）

科目 収入 支出 備考
エスアイテック 500,000
消耗品 0 0
出版資料費 0 0
交通費 0 838芝浦技術士会役員会、技術士フォーラム、企業内技術士会交流会参加時等交通費
研修費 0 0企業内技術士交流会参加費
印刷製本費 0 0名刺代
通信運搬費 0 390レターパック代
会議渉外費 0 0技術士フォーラム懇親会代、企業内技術士交流会懇親会代
諸会費 0 20,000企業内技術士交流会年会費
支払手数料 0 415,440技術士フォーラム講師謝礼代、学外講師謝礼代

合計 500,000 436,668

収支 63,332
芝浦技術士会支部 （円）

科目 収入 支出 備考
前年度繰越金 162,608 0コロナ禍により対面で開催ができなかったため、繰越金以外の金額はなし

合計 162,608 0

収支 162,608

技術士試験対策講座 （円）
科目 収入 支出 備考

2次試験対策講座機械 282,000 （収）受講料47,000/人×6人
支払手数料 160,940（支）謝金・交通費
2次試験対策講座建設 376,000 （収）受講料47,000/人×8人
支払手数料 242,000（支）謝金・交通費
1次試験対策講座適性・基礎 80,000 （収）受講料47,000/人×4人
支払手数料 85,000（支）謝金・交通費

合計 738,000 487,940

収支 250,060
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
第2号議題　2021年度決算について説明を行う。



芝浦技術士会の活動

活動内容 リーダー 担当役員 備考

技術士フォーラムの開催 小島理事 走出理事
春原監事 年2回（11月と3月に実施）

大学技術士会連絡協議会との交流 片桐理事 黒田理事
佐々木監事 年1回総会出席、他

企業内技術士交流会との交流 佐々木監事 片桐理事
小島理事

中小企業支援 走出理事
本間理事
春原監事
会員

芝浦技術士会支部活動については、コロナ禍のため対面が難しく中止

活動内容 リーダー 備考
学生への説明会 小野先生 4月開催

技術士試験対策
講座の開講

小野先生（機械部門）
小林先生（建設部門）

本間先生（適性・基礎部門）
３月～９月に開催

技術士試験対策講座の開講

2021年度決算並びに事業報告
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
第2号議題　2021年度事業報告について説明を行う。それでは、審議にかけさせていただきます。賛成多数となり、可決されました。



第3号議題 2022年度予算並びに事業計画
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2022年度予算並びに事業計画
芝浦技術士会 （円）

科目 収入 支出 備考
エスアイテック 500,000
消耗品 0
出版資料費 0
交通費 20,000芝浦技術士会役員会、技術士フォーラム、企業内技術士会交流会参加時等交通費
研修費 10,000企業内技術士交流会参加費
印刷製本費 10,000名刺代
通信運搬費 10,000レターパック代
会議渉外費 10,000技術士フォーラム懇親会代、企業内技術士交流会懇親会代
諸会費 20,000企業内技術士交流会年会費
支払手数料 420,000技術士フォーラム講師謝礼代 総会講演謝礼代

合計 500,000 500,000

芝浦技術士会支部 （円）
科目 収入 支出 備考

前年度繰越金 162,608 0コロナ禍により対面で開催ができなかった
大学からお祝い金（支部総会開催時） 20,000 0
校友会からお祝い金（支部総会開催時） 20,000 0
校友会総会賛助金 20,000

合計 222,608 20,000

技術士試験対策講座 （円）
科目 収入 支出 備考

2次試験対策講座 141,000 0（収）受講料47,000/人×3人
支払手数料 160,940講師謝礼

合計 141,000 160,940
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
第3号議題　2022年度予算について説明を行う。



芝浦技術士会の活動

活動内容 リーダー 担当役員 備考

技術士フォーラムの開催 鯨井理事
（企画）
小島理事
（実施）

走出理事
赤坂理事 年2回（11月と3月に予定）

大学技術士会連絡協議会との交流 小林理事 佐々木監事
二村監事 年1回総会出席、他

企業内技術士交流会との交流 佐々木監事 小島理事
二村監事

中小企業支援 走出理事
本間理事
赤坂理事
会員

産学連携への支援は、事例が発生した場合に、
役員に協力を要請

活動内容 リーダー 担当 備考

学生への説明会 小野先生 - ６月開催（予定）

技術士試験対策講座の開講 小野先生（機械） - ３月～９月に開催

広報活動強化（改善）WG 小林理事 鯨井理事、小島理事、佐々木
監事、走出理事、小野理事

各ＷＧリーダーと事務局で強化（改
善）策を協議する臨時的なWG

技術士試験対策講座の開講

2022年度予算並びに事業計画
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
第3号議題　2022年度事業計画について説明を行う。それでは、審議にかけさせていただきます。賛成多数となり、可決されました。



第4号議題 芝浦技術士会新役員の選任について
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次期役員
役職 候補者氏名 主たる職業 最終卒業学校名 学部・学科名 卒業年 技術士部門

会長 片桐 勝広 会社員 芝浦工業大学
工学部

平成元
電気電子

電気工学科 総合技術監理

副会長 本間 哲哉 大学教員 芝浦工業大学大学院
工学研究科

昭和58
電気電子

電気工学専攻 総合技術監理

副会長 小林 幸一 団体職員 芝浦工業大学大学院
工学研究科

平成元 建設
建設工学専攻

理事 鯨井 武 自営業 芝浦工業大学大学院
工学研究科

昭和56 経営工学
電気工学専攻

理事 小野 直樹 大学教員 東京大学大学院
工学系研究科

昭和62
機械

機械工学専攻 総合技術監理

理事 小島 茂広 会社員 芝浦工業大学
工学部

昭和61
電気電子

電気工学科 総合技術監理

理事 走出 壽良 自営業 芝浦工業大学
工学部

昭和57
機械

機械工学科 総合技術監理

理事 赤坂 邦雄 団体職員 芝浦工業大学
工学部

昭和48 機械
機械工学科

監事 佐々木 克則 大学職員 芝浦工業大学
工学部

昭和60 電気電子
電気工学科

監事 二村 憲太郎 会社員 芝浦工業大学
工学部

平成7
建設

土木工学科 総合技術監理

顧問 渋谷 義一

顧問 大原 武光
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
会則に基づき次期役員が選出されました。【役員紹介】・・・次期会長、副会長、理事、監事片桐会長、本間副会長、小林副会長、鯨井理事、小野理事、小島理事、走出理事、赤坂監事、佐々木監査、二村監査です。顧問：渋谷顧問、大原顧問芝浦技術士会　役員推薦委員会に基づく新役員の選任」について、それでは、審議にかけさせていただきます。賛成多数となり、可決されました。 新役員挨拶ご出席の会員の皆様から一言？



連絡事項
技術士試験対策講座へ受講生紹介のお願い
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: QRコード芝浦工業大学 校友・後援会連携課
（技術士会事務局）

E-mail : koyu@ow.shibaura-it.ac.jp

部門・日時・受講料について

芝浦工業大学

電気電子部門
3/12（土）～9/17（土）
13：00～全6講義 受講料 47,000円

技術士試験合格に向けて、応援します！

技術士とは、技術士法に基づく国家資格です！
技術士資格を取得し自分の市場価値を高め、活躍の場を国内、世界へと広げて

いきましょう！！ZOOMを使用したオンラインで開催します！

機械部門
3/12（土）～9/17（土）
13：00～全6講義 受講料 47,000円

建設部門
3/12（土）～6/11（土）
13：00～全6講義 受講料 47,000円

詳細、お申込みはこちらから→
お問い合わせ
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その他（会員の皆様から）
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
 コロナ禍により近年は対面による開催・懇親会が開催できておりません。このため役員を含め、会員同士の交流機会が少ないことを心配しております。今後は、コロナ禍でも交流機会を作れるよう改善を図る所存です。今回はその手始めとして、会員の皆様からお名前・ご所属・技術士部門・技術士活動や近況・ご意見など、おひとり30秒～１分程度でお話いただけますと有難く思います。



第2部 講演
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
本日は、吉田先生にご講演をいただきます。吉田先生は、（株）ベストマテリア技師長であり、元（株）IHI ボイラ保守統括部主幹（部長）をつとめられいました。また技術士（機械部門）の資格をお持ちでいらっしゃいます。それでは、吉田先生、ご講演をよろしくお願いいたします。



「CO2排出量を2050年にゼロにする為の我が国の電源構成の課題と解決策」

講師：吉田敏明氏 技術士（機械部門）、（株）ベストマテリア、元IHI）

24

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
講演後吉田さんxxxxxxxxxxxxである講演を有難うございました。2022年度　芝浦技術士会（芝浦技術士会支部）総会を終わります。
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